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貴事務所名  

TEL  FAX  

ご担当者名  Mail  

 

協会発第 16199 号 平成 29 年 4 月 20 日 
一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 

JP 

 
B M 

 会員各位 「Ｊシェア」（貴事務所）および会場（東京駅）にて受講できます。 

 

 

 
 
 

 
＊「Ｊシェア」ライブ中継での受講（ストリーミング配信）の場合 
事務所内で本人ＰＣ等によりご参加いただけます。チャット質問も受け付けま

す。 

   ※申込確認後、事務局よりクラウドルームへの招待メールを送信します。 
「Jシェア」新規利用会員の方は、研修前に接続テストをお願いします。 

   ※研修室や会議室でＴＶやスクリーン等と接続して、事務所の職員全員で
ご受講いただけます（招待は原則１事務所１アカウント）。 

 

 

 【登録期間】平成２９年５月中旬（予定） 
 【登録場所】４月２５日の研修を収録し、概ね２週間前後を目途に、協会Ｈ／

Ｐにアップします。ＴＯＰ画面「JPBM OPEN SKY SCHOOL」よりお入りくだ
さい。※ＩＤ，ＰＷ失念の際は事務局までお問合せください。 

 【受講料】無料 

 

 

 
 
《第 1回事業承継支援部会共催》 
《第 1回事業承継支援部会共催》 
《 

 

経営力強化法等を活用したＪＰＢＭの実務支援ご提案 

～顧問先の経営力向上に貢献するために～ 

☆参加方法に〇をして FAX にてお

申し込みください。 

〈  Ｊシェア  ・  会場  〉 

※既にお申込みの方はご容赦く 

ださい。 

※お問合せ：ＪＰＢＭ本部事務局 TEL03-3253-4711 info@jpbm.or.jp 担当：松本・若松・山形 

  

JPBM行 FAX03-3526-3051                                       平成   年  月  日 

 

【講師】 

ＶＣコンサルティング代表  

コンサルタント 石 垣 幸 治 氏 

 

   

 
 

 

【受講メリット】 

１． 中小企業等経営支援強化法の内容を把握できます。 

２． 当該施策の具体的活用手順のポイントが理解できます。 

３． ＪＰＢＭの始める実務支援が活用できます。 

【内容（予定）】 

【第 1部】中小企業等経営力強化法のスキームおよび支援措置 

【第 2部】（１）当該スキームの利用手順および効果と留意点 

（２）当該スキーム活用の具体的成功事例および失敗事例 

（３）ＪＰＢＭが今後進める当該スキームの実務支援のご提案 

 

  

  

  

中小企業等経営力強化法により、経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受けることで、さまざまな支援措置が受けられます。また、本

年 4 月 1 日施行された「中小企業経営強化税制」も加わり、より手厚い施策となっています。ただし、制度概要や手続きの周知・理解、リー

ス契約時の対応等、実践力が不足しており、当該施策が中小企業に行き届いているとは言えません。本研修では、豊富な実務経験を有するコ

ンサルタントより、制度全体の理解と実務支援のポイントを解説、併せて本施策を通じたＪＰＢＭの顧問先経営支援スキームをご提案します。 

 【Ｊシェア研修】日時：平成２９年４月２５日（火）１０：００～１２：００ 会員無料（一般受講 1,620 円（税込））  

会場：（株）ＦＰＧ会議室（東京都千代田区丸の内 2 丁目 7 番 2 号 JP タワー29 階 ※9:45 1 階ホール集合） 

【 ＯＳＳ研修 】平成２９年５月中旬（予定） e－ラーニングコンテンツ提供開始  無料（会員のみ） 

 

開催間近！ 


